
 

 

 

 令和３年 

 第１回市議会定例会 議案第３１号 

   函館市職員退職手当条例および函館市企業職員の給与の種類 

   および基準に関する条例の一部を改正する条例の制定につい 

   て 

 函館市職員退職手当条例および函館市企業職員の給与の種類および基

準に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和３年２月２５日提出 

 

                  函館市長 工 藤 壽 樹   

 

   函館市職員退職手当条例および函館市企業職員の給与の種類 

   および基準に関する条例の一部を改正する条例 

 （函館市職員退職手当条例の一部改正） 

第１条 函館市職員退職手当条例（昭和５９年函館市条例第５号）の一

部を次のように改正する。 

  第１３条第１項各号列記以外の部分中「で退職した職員」の後ろに

「（第５項または第７項の規定に該当する者を除く。）」を加え，同

条第３項中「職員」の後ろに「（第６項または第８項の規定に該当す

る者を除く。）」を加え，同条中第１１項を第１７項とし，同条第10

項中「および第６項」を「から第１１項までおよび前項」に改め，同

項を同条第１６項とし，同条第９項各号列記以外の部分中「第６項第

４号」を「第１１項第４号」に，「第６項の」を「第１１項の」に改

め，同項を同条第１４項とし，同項の次に次の１項を加える。 

15 第１１項の規定は，第５項または第６項の規定による退職手当の

支給を受けることができる者（第５項または第６項の規定により退

職手当の支給を受けた者であつて，当該退職手当の支給に係る退職

の日の翌日から起算して１年を経過していないものを含む。）およ

び第７項または第８項の規定による退職手当の支給を受けることが

できる者（第７項または第８項の規定により退職手当の支給を受け



 

 

 

た者であつて，当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算

して６箇月を経過していないものを含む。）について準用する。こ

の場合において，第１１項中「次の各号」とあるのは「第４号から

第６号まで」と，「技能習得手当，寄宿手当，傷病手当，就業促進

手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。 

  第１３条第８項中「第６項第３号」を「第１１項第３号」に，「第

６項の」を「第１１項の」に改め，同項を同条第１３項とし，同条中

第７項を第１２項とし，同条第６項各号列記以外の部分中「前項」を

「第５項から前項まで」に改め，同項を同条第１１項とし，同条第５

項各号列記以外の部分中「または第３項に」を「，第３項または前項

に」に改め，同項を同条第１０項とし，同条第４項の次に次の５項を

加える。 

５ 勤続期間６月以上で退職した職員（第７項の規定に該当する者を

除く。）であつて，その者を雇用保険法第４条第１項に規定する被

保険者とみなしたならば同法第３７条の２第１項に規定する高年齢

被保険者に該当するもののうち，第１号に掲げる額が第２号に掲げ

る額に満たないものが退職の日後失業している場合には，一般の退

職手当等のほか，第２号に掲げる額から第１号に掲げる額を減じた

額に相当する金額を，退職手当として，同法の規定による高年齢求

職者給付金の支給の条件に従い支給する。 

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の

額 

(2) その者を雇用保険法第３７条の３第２項に規定する高年齢受給

資格者と，その者の基準勤続期間（第２項に規定する基準勤続期

間をいう。以下この条において同じ。）を同法第１７条第１項に

規定する被保険者期間と，当該退職の日を同法第２０条第１項第

１号に規定する離職の日と，その者の基準勤続期間の年月数を同

法第３７条の４第３項の規定による期間の年月数とみなして同法

の規定を適用した場合に，その者が支給を受けることができる高

年齢求職者給付金の額に相当する額 



 

 

 

６ 勤続期間６月以上で退職した職員（第８項の規定に該当する者を

除く。）であつて，その者を雇用保険法第４条第１項に規定する被

保険者とみなしたならば同法第３７条の２第１項に規定する高年齢

被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において，

退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは，前項第２

号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその

者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する

金額を，退職手当として，同法の規定による高年齢求職者給付金の

支給の条件に従い支給する。 

７ 勤続期間６月以上で退職した職員であつて，雇用保険法第４条第

１項に規定する被保険者とみなしたならば同法第３８条第１項に規

定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち，第１号に掲げ

る額が第２号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している

場合には，一般の退職手当等のほか，第２号に掲げる額から第１号

に掲げる額を減じた額に相当する金額を，退職手当として，同法の

規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。 

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の

額 

(2) その者を雇用保険法第３９条第２項に規定する特例受給資格者

と，その者の基準勤続期間を同法第１７条第１項に規定する被保

険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に，その者が支給

を受けることができる特例一時金の額に相当する額 

８ 勤続期間６月以上で退職した職員であつて，雇用保険法第４条第

１項に規定する被保険者とみなしたならば同法第３８条第１項に規

定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業して

いる場合において，退職した者が一般の退職手当等の支給を受けな

いときは，前項第２号の規定の例によりその者につき同法の規定を

適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額

に相当する金額を，退職手当として，同法の規定による特例一時金

の支給の条件に従い支給する。 



 

 

 

９ 前２項の規定に該当する者が，これらの規定による退職手当の支

給を受ける前に市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第

４１条第１項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には，その者

に対しては，前２項の規定による退職手当を支給せず，同条の規定

による基本手当の支給の条件に従い，当該公共職業訓練等を受け終

わる日までの間に限り，第１項または第３項の規定による退職手当

を支給する。 

 第１８条第１項各号列記以外の部分中「第１３条第３項」の後ろに

「，第６項または第８項」を加え，「同項」を「これら」に改め，同

条第２項中「第１３条第１項」の後ろに「，第５項または第７項」を

加える。 

 附則第１６項中「第１３条第５項」を「第１３条第１０項」に改め

る。 

 （函館市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正） 

第２条 函館市企業職員の給与の種類および基準に関する条例（昭和52

年函館市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  第１５条第６項中「地方公務員法第２８条の２第１項の規定により

退職し，または同法第２８条の３の規定により勤務した後退職し，そ

の退職の日の翌々日以後に同法第２８条の４第１項の規定により採用

された者であつたもの」を「次項または第８項の規定に該当する者」

に改め，同条第７項中「前項に」を「前３項に」に，「前項の」を「

これらの」に改め，同項を同条第９項とし，同条第６項の次に次の２

項を加える。 

７ 勤続期間６月以上で退職した職員（次項の規定に該当する者を除

く。）であつて，その者を雇用保険法第４条第１項に規定する被保

険者とみなしたならば同法第３７条の２第１項に規定する高年齢被

保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において，そ

の者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の

支給を受けていないときは，その差額に相当する金額を同法の規定

による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い，退職手当として支



 

 

 

給する。 

８ 勤続期間６月以上で退職した職員であつて，雇用保険法第４条第

１項に規定する被保険者とみなしたならば同法第３８条第１項に規

定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業して

いる場合において，その者が同法に規定する特例一時金の額に達す

る退職手当の支給を受けていないときは，その差額に相当する金額

を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い，退職手当とし

て支給する。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 （提案理由）  

 雇用保険法の高年齢被保険者および短期雇用特例被保険者に相当する

一定の退職者に対し，失業者の退職手当を支給することとするため 


